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東京都北区工事等競争入札発注基準 

平成２０年３月３１日 

副 区 長 専 決 

１．総 則 

東京都北区（以下「区」という。）が「東京都北区公契約条例」の基本方

針に基づき発注する工事又は製造その他の請負の契約に係る競争入札につい

て、発注のために必要な事項は、別に定めるもののほか、この基準に定める

ところによる。 

２．定 義 

この基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１）競争入札参加有資格者 

   東京都北区契約事務規則（昭和３９年３月東京都北区規則第４号。以下

「規則」という。）第４条、第４条の２及び第４条の３並びに第３３条に定

める資格を有する者をいう。 

（２）共同格付 

東京電子自治体共同運営・電子調達サービスにより定められた等級格付

及び順位をいう。 

（３）区内本店業者 

   上記（１）に定めるもののうち、区内に本店を置く者をいう。 

（４）区内支店業者 

上記（１）に定めるもののうち、区内に支店・営業所等（以下「支店等」

という。）を置く者をいう。 

（５）準区内業者 

上記（４）に定めるもののうち、北区競争入札参加に係る準区内業者の

認定基準（２５北総契第２０２２号）に基づき認定された者をいう。 

（６）区外業者 

   上記（３）から（５）までに定める者を除く者をいう。 

（７）建設共同企業体方式 

   二以上の事業者が共同して工事を行うために用いられる共同経営の一方

式をいう。（以下「ＪＶ方式」という。） 

（８）契約担当者    

規則第２条第２項に定める区長及び別に定めるところにより契約の権限

を委任された者をいう。 
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３．予定価格に応じた競争入札の方式 

（１）工事契約について、予定価格（税込）に応じた競争入札の種類は、次の

とおりとする。 

予定価格（税込） 方  式 

9,000 万円以上 一般競争入札 

200 万円超    9,000 万円未満 希望制指名競争入札 

（２）上記（１）に定める一般競争入札案件について契約担当者は、ＪＶ方式

の採用を検討しなければならない。なお、ＪＶ方式を採用する場合には「東

京都北区建設共同企業体方式発注基準」によるものとする。 

（３）上記（１）に定める希望制指名競争入札案件について、契約担当者は特

に必要と認める場合は一般競争入札を行うことができる。 

 

４．一般競争入札の発注基準 

（１）公表の方法 

   工事案件について一般競争入札を実施しようとする場合は、規則第７条

及び第８条に基づく公告を東京都北区役所第二庁舎三階総務部契約管財課

契約係に掲示するとともに、北区ホームページ及び東京電子自治体共同運

営サービスに掲載することにより行うものとする。 

（２）公告内容の設定 

   上記（１）に定める公告の内容は、案件ごとに東京都北区入札等審査委

員会が決定する。 

（３）予定価格の公表 

   当該案件に係る予定価格は、事後公表とする。ただし、特に必要と認め

るときは、事前公表することができる。 

（４）低入札価格調査又は最低制限価格の設定 

   契約担当者は、低入札価格調査又は最低制限価格を設定する場合は上記

（１）の公告に示さなければならない。 

（５）契約の相手方及び契約金額の公表 

   当該案件において、適正に契約が締結されたときは、次に掲げる事項を

上記（１）の方法で公表する。 

  ①契約の相手方の商号、名称及び氏名 

  ②契約の相手方の所在地 

  ③契約金額 

  ④工事着手の時期 

  ⑤工事完成の時期 
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５．希望制指名競争入札の発注基準 

（１）募集の方法 

   希望制指名競争入札を実施しようとする場合は、工事発注予定表（別紙

様式１）を東京都北区役所第二庁舎三階総務部契約管財課契約係に掲示す

るとともに、北区ホームページ及び東京電子自治体共同運営サービスに各

月１日及び１５日（東京都北区の休日を定める条例（平成元年３月東京都

北区条例第７号）に定める日（以下「休日」という。）に当たる場合は翌日

とする。）に掲載し、掲載日の翌日から起算して５日間（休日を除く。）所

定の希望票（別紙様式２）の提出を求めることにより行うものとする。 

（２）発注区分 

上記（１）の工事発注予定表に掲載する工事契約案件について、次に定

める予定価格（税込）に応じた共同格付を持つ者に対し募集する。ただし、

工事の内容等により変更する必要がある場合は、この限りでない。 

①建築工事 

共同格付 予定価格（税込） 

Ａ 1,500 万円以上 9,000 万円未満 

Ｂ  500 万円以上 9,000 万円未満 

Ｃ  500 万円以上 7,000 万円未満 

Ｄ  200 万円超 5,000 万円未満 

Ｅ  200 万円超 1,500 万円未満 

  ②設備工事（電気工事、給排水設備工事、空調工事） 

共同格付 予定価格（税込） 

Ａ  200 万円超 9,000 万円未満 

Ｂ  200 万円超 7,000 万円未満 

Ｃ  200 万円超 5,000 万円未満 

Ｄ  200 万円超 1,500 万円未満 

  ③土木工事（道路舗装工事、一般土木工事等） 

共同格付 予定価格（税込） 

Ａ 1,500 万円以上 9,000 万円未満 

Ｂ  500 万円以上 9,000 万円未満 

Ｃ  200 万円超 9,000 万円未満 

Ｄ  200 万円超 5,000 万円未満 

Ｅ  200 万円超 1,500 万円未満 

  ④その他工事（造園、解体工事、防水、エレベーター、設計等） 

共同格付の等級を定めていない業種については、規模及び特性により案
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件ごとに定めるものとする。 

（３）指名業者数 

  ①予定価格（税込）に応じた指名業者の数は、次のとおりとする。 

予定価格（税込） 指名数 

5,000万円超 ８者程度 

2,000万円超 5,000万円以下 ７者程度 

1,000万円超  2,000万円以下 ６者程度 

200万円超  1,000万円以下 ４者程度 

  ②上記（１）による方法で希望票を提出した事業者の数が上記①の表に定

める指名数に満たない場合は、指名業者数を減じることができる。ただ

し、原則として４者以上による入札を行うこととし、希望票を提出した

事業者が４者に満たない場合は、必要に応じて競争入札参加有資格者の

中から任意に指名し、指名業者数が４者以上になるまで補充することが

できる。 

  ③上記①の表に定める指名数の３分の２以上を区内本店業者若しくは区内

支店業者（準区内業者を含む。）から指名しなければならない。 

  ④上記①から③までにより難い場合は、東京都北区入札等審査委員会が協

議して定める。 

（４）予定価格の公表 

当該案件に係る予定価格は、事後公表とする。ただし、特に必要と認め

るときは、事前公表することができる。 

（５）最低制限価格の設定 

   契約担当者は、最低制限価格を設定する場合は上記（１）の公告に示さ

なければならない。 

（６）契約の相手先及び契約金額の公表 

   当該案件において、適正に契約が締結されたときは、次に掲げる事項を

上記（１）の準用により公表する。 

  ①契約相手先の商号、名称及び氏名 

  ②契約相手先の所在地 

  ③契約金額 

  ④工事着手の時期 

  ⑤工事完成の時期 
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６．製造その他の請負の契約 

  製造その他の請負の契約については、別に定めるもののほか上記１から５

までを準用する。 

付 則 

 この基準は、平成２０年度契約案件から適用するものとする。ただし、２０

年度準備契約案件を除く。 

 

付 則（２０北総契第２１９０号 平成２１年３月３１日 副区長決裁） 

 この基準は平成２１年４月１日から施行する。 

付 則（２６北総契第１９７５号 平成２７年３月２日 副区長決裁） 

 この基準は平成２７年４月１日から施行する。  

付 則（３０北総契第２４３９号 平成３１年３月２５日 副区長決裁） 

 この基準は平成３１年４月１日から施行する。 

付 則（４北総契第２４７４号 令和５年２月１３日 副区長専決） 

 この基準は、令和５年４月１日から施行する。 

付 則（７北総契第２４１５号 令和７年１２月１７日 副区長専決） 

 この基準は、令和８年１月１日から施行する。 

付 則（７北総契第２６５７号 令和８年２月１０日 副区長専決） 

 この基準は、令和８年４月１日から施行する。 


